
【最高裁への報告関係】041101【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4｡11).xIs

報告の種類 報告元 根拠 報告期間 ~庶務係への期限 最高裁への期限 提出するもの(詳しくは根拠を参照してください｡） 担当者

－

1 行政事件･国家賠償事件･知財事件

事件係

(受理）

■q■ q■■■■■ ロ■■■‐q■q■■

各部

(終局）

令2.3.13行政局第一課長事務連

鉛
月

訴状の写し

速やかに

報告シート
翌月5日

■ロ■‐‐‐＝■■■■ー‐‐‐‐。■ q■q■‐■■q■■

速やかに

翌月20日

(ただし,7月分は9
月5日）

行政訴訟事件(第一審) :訴状の写し
行政訴訟事件(控訴)･行政雑事件･国賠事件･知財事件:報告
シート(別紙様式1ないし同5）

行政訴訟事件:判決書写し＋電子データ
行政雑事件:報告シート(別紙様式7又は同8）

上田

上田

2
適格都道府県センターが原告又は申
立人となる事件

事件係

(受理）

各部

(終局）

平25.3.27民菖高局長書簡
一

コ

オ｛

二一

ご■

韮曰

月 翌月5日 翌月15日

別紙様式1

別紙様式2

上田

3 消費者裁判手続特例法事件 各部 平28.7.29民喜冨局第二課長書簡尾．
ヨ

臼‘

．

ヨ
ﾆー

ロ 月 翌月7日 翌月15日 別紙様式1，2，4 上田

4
家事事件に関する審判書等の写しの
送付

9， 10民

各部

一
一
胆
》

二

。

幻

＝

廷」シ再五

月 翌月5日 翌月20日

決定書･原審判書･抗告申立書の各写し等区分で異なる。

【記載事項】区分

判決書･原判決書･控訴状の各写し等区分で異なる。

【記載事項】区分

山本

5

国際的な子の奪取の民事上の側面
に関する条約の実施に関する法律が
適用される面会交流事件に関する審
判書等の写しの送付

9， 10民
｡

平26.3.28家庭局長書簡■ー

里二

白， 月 翌月5日 翌月20日
決定書,調査報告書等の写し
【記載事項】送達又は告知年月日，上訴の有無

山本

6
子の返還申立事件等に関する決定
書等の写しの送付

9， 10民 平26.3.28家庭局長書簡

酉■

日 月 翌月5日 翌月20日
決定書調査報告書等の写し
【記載事項】告知年月日，上訴の有無

山本

7 証拠調べ状況等調査表 各部
平31.3.14総務局第三課長事務

連鐙

、‐ へ一 ‐ヶ

月 翌月5日 翌月25日 証拠調べ状況等調査表 宮崎

8 原発損害賠償訴訟等 各部
令子Rn

弓筆 ■■■■■■課，
壁 第一課長･行政、‐

臺書簡

．

オ

ー

①月
②随時

①翌月10日
②速やかに

①翌月20日
②速やかに

①別紙様式1～4
②裁判書データ

上田

9 判決書作成長期未了事件調査表 各部

一
》
一
品
血

■
ロ

土

ｑ
■
’
ロ
グ

コ
牙

半期

(6, 12月）
翌月10日 翌月末日 別紙様式1 宮崎



【最高裁への報告関係】041101【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4.11)｡xIs

報告の種類 報告元 根拠 報告期間 庶務係への期限 最高裁への期限 提出するもの(詳しくは根拠を参照してください｡） 担当者

10
B型｡C型肝炎訴訟･アスベスト訴訟の

事件数･審理期間等
各部
一》E言ごグ

年 翌年1月I0日頃 翌年1月20日 別紙様式 上田

11

付添い,遮へいの措置及びビデオリ
ンク方式による尋問の実施状況の報
生
ロ

各部
一
一

目

蜜
言二課長･行
一

〆

年
その都度各部へ
連絡

翌年1月15日 別紙様式 辻

12
人身保護法第20条による事件の通
知及び報告

各部

人身保誇法20条

昭55.8.23総一第260号

長通知
縦盗昼 随時 速やかに 速やかに

別紙様式

請求書,裁判書等写し
宮崎

13
選挙関係訴訟についての通知及び
判決書謄本の送付について

各部

"､職擢塗洪”0冬1頂～3
口
、
二 z5.10｡18総一

長通達

第275号

平5.10.18総務局長書

項
襄

』■ ｡

垂
４
〃
】 趣力I

Ｅ
ヨ

随時 速やかに

速やかに

(地方選挙の場合
は関係自治体の長
等にも）

訴え提起時:訴状写し

確定時:判決書謄本
上田

14
録音反訳業務における反訳初稿の
品質等

各部
平30.6.14総務局第三課長事務

連絶

、ロ 垂亘

年2回

(5.6月 ’

9.10月）

その都度,該当部
へ連絡

7月20日

11月20日

(高裁人事課経由）

別紙様式 上田

15
J･リンクシステム等の利用状況に関す
る調査

各部

令元.12.10刑事局第二課長･民
臺
馬
一
一 母

子烏

,第一課

畠第二課蛤
総務局第一課長･経理局主旨、‐

長事務連絡

量
躍

一

同フ

＝

鰹‘

一

半期

(6, 12月）
その都度,各部へ
連絡

7月17日

1月15日

(高裁総務課経由）
別紙様式

ー

辻

16 家庭裁判所調査官の調査件数等
家裁
調査官室

平16.3.26家三第74号家庭局長

通達
年 翌年1月15日 翌年1月31日 別紙様式4 山本



【統計関係】041101【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4.11).xIs

報告の種類 報告元 根拠 庶務係への期限 最高裁への期限
提出するもの

(詳しくは根拠を参照してください｡）
担当者

1 月報 各部

一
一
垂

『
■
４

コ
「

＝●

6舌E

･
西
＝
=

牙

翌月15日 翌月15日

①月報･年表入力システムに登録
②｢月報(保護付き)｣エクセルファイルを
メール送信

宮崎

2 年表

事件係

各部

一
一
》

．』
＝』

国●

■
。

ゴ
ロ
も曼權

一■I■L

竪固フ
ヨ
寺

牙

翌年1月20日頃 翌年1月31日

①抗告表(B表)抗告及び抗告許可の申
立ての要旨表【1370】のみ入力
②月報･年表入力システムに登録

①ちよう用印紙額年表【1500】のみ入力
②月報･年表入力システムに登録

辻

3 事件票 各部

平17.1.31情政第000005号鬘 壷趣長

逵

躍
月羊

平31.4.5情報政誉置課参事
一一L

匙局フ
司

計官事務連絡
守

ｑ
・
４

コ
二

ゴワ

翌月18日

(7月分のみ8月25日）
(MINTAS入力による｡） 宮崎

4 要確認が表示された月報･年表に関する報告 各部

一
・
一
逵
一

■
・
４

コ
二

‐ヶ

j

ヌ
j

ヌ

■
■

■
■
』
も

弓悔

＝
ー

ヨ

速やかに
当該月･年の月報･年

表の報告期限まで
凸

事務連絡別紙様式第1 潰田

5 月報･年表･事件票の訂正等報告(2年超え） 各部

平17.1.31情政第000005号篁
通達
平17.1.31情政第000006号権
課長通達
平3145 1《

壼趣長

眼政董辛愼

蚤連絡

ｑ
口
ｊ

コ
ヨ

ゴク

．臼

オ4

速やかに 速やかに
月報･年表:事務連絡別紙様式第4
事件票:事務連絡別紙様式第5

演田

6 提出漏れ事件票の発見報告(2年超え） 各部

平17.1.31情政第000005長
通達
正171 Q1

課長通達

悟

平31.4.5情目

『駒

士回

錯
三nnnnnR

政策課参三

Ｉ巨
言

蚤趣長

唐報政策

三事務連絡

臣
ｑ
■
４

コ
『
一
一
一 ゴタ

『
】
・
・
白羊 I

速やかに 速やかに メール本文にその旨記載 漬田



【機2】【各部･事件係用】報告等一覧表(R4.11).xIs 【自庁報告･下級審還元関係】041101

報告の種類 報告元 根拠 報告期間 庶務係への期限 提出するもの(詳しくは根拠を参照してください｡） 担当者

1 破棄等判決･決定等写しの原審送付について 各部

平27.6.22高裁長官

』壬旦Z：
食堂上

6.22
■■■■■■■■■■■■■

聿菫割
ｑ
一
二

書簡
三任書記官申 毎月 翌月10日

裁判書･決定書写し(原審が支部の場合は2部）
【記載事項】原審裁判官の氏名(合議体の場合は全
員）

辻

2 裁判官別事件担任表 各部
一
一二一一

毎月 毎月5日 民事裁判官別事件担任表 辻

3
3年超え未済･6月超え期日指定なし･6月超判
決言渡未了･3月超裁判書未送達事件

各部 毎月 毎月5日 事件の状況について 辻

4 各部負担量調査 各部 毎月 毎月5日 抗告事件内訳調査表 宮崎

5 専門委員関与事件報告 各部 毎月 毎月5日 専門委員関与事件報告書 辻

6 未済･既済事件審理期間表 各部 毎月 毎月7日 未済･既済事件審理期間表 宮崎

7 事件記録の保管状況等について 各部

平30.7.25高裁民事首席書記官事
藩連絡

令売11 14富

菫

卦 字三茎亘塵
努連絡(－部変更）

｡ I■■■

己宣雪目
ｑ
口
ｊ
タ
マ

コ
ヨ

年3回

(4,8,1月）
＋書記官

異動時

その都度,各部へ連
絡

別紙様式第2+MINTASから出力した一覧表等 山本

8
予納郵便切手･予納収入(登記)印紙の残額確
認の結果について

各部

坐
》

高裁 昊菖菫

一一一一

■ J■ =一

亘宜臺

令元.11.14高裁民事首席書記官
事務連絡(一部変更）

席舌局
10月

(首席
補助時）

書記官
異動時
その都度,各部へ連
絡

自庁査察と併せて実施(口頭での報告）

別紙様式第3＋予納郵便切手(予納収入(登記)印
紙)確認結果報告書(写し）

山本

9 SDカードの保管状況について 各部
平31.3.

官
■､■■

三
一

■■■

言ニ
ヨノ察

25

iE

■■■■■高裁民事‐

蝿

ｴロ
I 曽 童書記星
一

一

口

コロ

牙

年3回

(4,8,1月）
＋保管者
異動時

その都度各部へ連
絡

別紙様式第2+SDカード管理簿写し 山本


